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催し・講座催し・講座
生涯学習センター・鶴川地区協議会
共催～３水スマイルラウンジ
ドキュメンタリー制作の
舞台裏～成功の秘

ひ

訣
け つ

　「ＮＨＫ特集」で国内外のコンクー
ルの大賞を数多く受賞した、元ＮＨＫ
ドキュメンタリー・プロデューサー
・安間総介氏。
　番組制作の第一線から退いた今、

成功の秘訣を手に入れるまでの体験
を明らかにします。
対市内在住、在勤、在学の方
日１月１７日㈬、午前１０時３０分～正
午、午後１時～２時３０分
場和光大学ポプリホール鶴川１階交
流スペース
問生涯学習センター☎７２８・００７１
生涯学習センター
子どもの思春期とゆったり
向 き 合 う た め の 講 座
対思春期の子どもがいる親

日２月２日、９日、１６日、２３日、いずれ
も金曜日午前１０時～正午、全４回
場同センター
内今という時代を懸命に生きている
子どもたち、間違いを犯した子ども
と向き合う、中学校・中学生に関する
質問に答える、思春期と向き合う大
人もつらいよ
講都留文科大学特任教授・宮下聡氏、
弁護士・萩生田彩氏
定３０人（申し込み順）
申１月４日午前９時から電話で同セン
ター（☎７２８・００７１）へ。

そらまめの会（多胎児の会）
　母子健康手帳をお持ち下さい。
対双子・三つ子等の多胎児を育てて
いる方、出産予定の方やその家族
日１月２４日㈬午前１０時１５分～１１時
１５分（受け付け＝午前１０時～１０時
１５分）
場鶴川市民センター和室
内保護者同士の交流、情報交換、手遊
び等
問保健予防課☎７２５・５１２７

情報コーナー
●町田税務署からのお知らせ
【医療費控除は領収書が提出不要に
なりました】
　平成２９年分の確定申告から、領収
書の提出の代わりに「医療費控除の
明細書（集計表）」の添付が必要とな
りました（国税庁ホームページでダ
ウンロード可）。医療費の領収書は、
自宅で５年間保存して下さい（税務
署から求められたときは提示または
提出が必要）。なお、医療保険者から
交付を受けた、次の一定の要件①～
⑥が記載してある医療費通知（健康
保険組合等が発行する「医療費のお
知らせ」等）を添付すると、明細の記
入を省略できます。①被保険者等の
氏名②療養を受けた年月③療養を受
けた者④療養を受けた病院・診療所
・薬局等の名称⑤被保険者等が実際
に支払った医療費の額⑥保険者等の
名称／平成２９年～３１年分の確定申
告については、医療費の領収書の添

付または提示でも申告できます
【確定申告書の作成・提出会場と開設
期間のお知らせ】
開設期間２月９日～３月１５日（土・日
曜日、２月１２日を除く）／２月１８日、
２５日は開設受付時間午前８時４５分
～午後４時（提出は午後５時まで）場
ぽっぽ町田地下１階／提出のみの場
合でも、混雑時には長時間お待ちい
ただくこともあります。なお、同税務
署には、申告書作成会場はありませ
ん

◇
問同税務署☎７２８・７２１１
●町田市観光コンベンション協会～
新春２０１８原町田七福神巡り　年初
め開運祈願ガイドウォークツアー
日①１月１０日②２月１日③１月２０日
④２月９日、午前９時４５分から２時間
３０分程度、集合はＪＲ横浜線町田駅タ
ーミナル口（小雨実施）内①②七福神
巡り＆骨

こっ

董
とう

市③④七福神巡り＆宗保
院の坐禅体験（３０分程度）費①②各
１３００円③④各１５００円（保険料、七
福神色紙代、資料代等を含む）申希望

ツアー番号・希望日・参加者住所・氏
名・電話番号・生年月日・性別を明記
し、①１月８日まで②１月３０日まで③
１月１８日まで④２月７日までに、ＦＡＸ
で町田ツーリストギャラリー（返
８５０・９３１２）へ（町田市観光コンベ
ンション協会ホームページで申し込
みも可）問同ギャラリー☎８５０・
９３１１（受付時間＝午前１０時～午後
７時）
●中小企業退職金共済（中退共）制度
のご案内
　中小企業退職金共済（中退共）制度
は、中小企業の事業主が、従業員の退
職金を計画的に準備できる国の退職
金制度です。詳細は、中小企業退職金
共済ホームページを参照問同共済事
業本部☎０３・６９０７・１２３４
●八王子年金事務所～老齢年金を受
けている方に源泉徴収票を送付しま
す
　雑所得として所得税が課税される
老齢年金等を受けている方へ、１月
中旬から、２０１７年の年金支払総額、
年金から控除された介護保険料額、

源泉徴収税額等を記載した公的年金
等の源泉徴収票をお送りします。障
害年金や遺族年金は非課税所得のた
め、源泉徴収票は送付されません。複
数の年金を受けている方や、公的年
金以外に所得がある方は、確定申告
をする際に必要ですので大切に保管
して下さい。未着や紛失した場合は
お問い合わせを問同年金事務所☎
０４２・６２６・３５１１、ねんきんダイヤ
ル☎０５７０・０５・１１６５（０５０から始ま
る電話の方＝☎０３・６７００・１１６５）
●東京都主税局～点字で課税の内容
をお知らせします
　東京都主税局では、納税通知書の
内容を点字でお知らせしています。
対象となる税金は、個人事業税、自動
車税です。お知らせする内容は、税金
の種類・納税義務者氏名・納税通知書
番号・納期限・税額・問い合わせ先で
す。希望の方は、２月末までにご連絡
下さい。平成３０年度分から点字のお
知らせを同封します問同局総務部総
務課☎０３・５３８８・２９２４

●市立総合体育館～リラッ
クス＆リフレッシュ体操教
室①シェイプアップ②姿勢
改善
対市内在住、在勤、在学の３０歳以上
の方日２月１４日～３月１４日の水曜
日、①午前９時１５分～１０時１５分②
午前１０時３０分～１１時３０分、各全５
回定各５０人（抽選）費１７００円申往復
ハガキ（１人１枚）に必要事項を明記
し、１月１５日まで（消印有効）に同館
へ（同館ホームページで申し込みも
可）問同館☎７２４・３４４０
●サン町田旭体育館～町田
ゼルビアタッチラグビー教
室
対市内在住、在学、在園の①２０１１年
４月２日～２０１２年４月１日生まれの
幼児②小学生日１月３０日～２月２７日
の火曜日、①午後３時４５分～４時３０
分②午後４時４０分～５時５０分、各全
５回定各２０人（抽選）費①３０００円②
３５００円／体験参加は６００円（１人１
回まで）申往復ハガキに必要事項を
明記し、１月１５日まで（消印有効）に
同館へ／体験参加希望者は当日直接
会場へ問同館☎７２０・０６１１
●野津田公園～元五輪選手
が教える「ウォーキング（ジ
ョギング）教室」
対市内在住、在勤、在学の２０歳以上
の方日１月１５日～３月１２日（２月１２
日を除く）の月曜日、午前１０時３０分
～正午、全８回定５０人（申し込み順）

イベントカレンダー 詳細は、各施設へお問い合わせいただくか、各ホームページをご覧下さい。

費４０００円申１月４日から電話で同公
園管理事務所（☎７３６・３１３１、受付
時間＝午前９時～午後５時）へ
●小野路公園～体操教室
（ショートプログラム）
対４０歳以上の方日１月８日
～３月３０日の月・金曜日、①午前１０
時３０分～１０時５５分②午前１１時～
１１時２５分③午後３時～３時２５分④
午後３時３０分～３時５５分定①②１２
人③④１６人（申し込み順）費１００円

（障がいのある方は５０円）申参加当
日の午前８時３０分から電話で同公園

（☎７３７・３４２０）へ
●市立室内プール
＜お知らせ＞� �
　第１８回町田市マスター
ズ水泳競技大会のため、２月１８日㈰
はプールの一般利用はできません

（トレーニング室は通常どおり利用
可）。なお、大会前日は、５０ｍプール
が高水位（１．４ｍ～１．７ｍ）となり、
水温が１～２度ほど低くなりますの
でご注意下さい
【スタート専用コースとして開放】
　高水位時に、５０ｍプール採暖室側
の１コースをスタート専用の練習コ
ースとして開放します対２０歳以上
の方日２月１７日㈯午後６時１０分～８
時４５分費施設利用料申直接スター
ト専用コース前で受け付け／プール
の満水状況により、開放時間が変更
となる場合があります。なお、飛び込
みには危険が伴いますので、誓約書

に署名をお願いします問同プール☎
７９２・７７６１
●忠生公園～定例自然観察会「冬の
野鳥観察」
日１月７日㈰午前８時～１０時（雨天中
止）場同公園自然観察センター（忠生
がにやら自然館）内双眼鏡やフィー
ルドスコープを使って観察定１５人

（申し込み順）申１月４日午前９時から
電話で同公園（☎７９２・１３２６）へ
●町田市フォトサロン
【写真展「四代目みな子姐

ねえ

さん～最後
の吉原芸者」】
　四代目みな子姐さん
の生涯を通じて、お座
敷の芸を支えてきた吉
原芸者の姿を描きます

日１月１３日㈯～２月１８日㈰／上映会
「最後の吉原芸者四代目みな子姐さ
ん－吉原最後の証言記録」、ギャラリ
ートーク＝２月３日㈯午後１時３０分
～３時場同サロン２階展示室（上映会
・ギャラリートークは同サロン１階展
示室）
【町田市美術協会共催事業～写真と
水彩画スケッチ講習会作品展】
　１１月に開催した講習会の参加者
による作品を展示します日１月１０日
㈬～１５日㈪場同サロン１階展示室
【２０１７年　私のこの一枚写真展】
日１月１７日㈬～２８日㈰場同サロン１
階展示室

◇
問同サロン☎７３６・８２８１

暮らしに関する相談
　予約制の相談は、電話で①～⑤市民相談室（☎７２４・２１０２）⑥八王子少年センター（☎
０４２・６７９・１０８２）へ対①③～⑥市内在住の方⑦市内在住、在勤、在学の女性

市HP 暮らしに関する相談 検索

名　称 日　程 予約方法／相談時間

①法律相談 月～金曜日（１日～
５日、８日を除く）

前週の金曜日から電話で予約
※１月５日㈮に、次週分の予約を受け付けます。

②交通事故相談 １０日㈬ １月４日から電話で予約／午後１時３０分～４時
③人権身の上相談（人
権侵害などの問題） １２日㈮ 電話予約制（随時）／午後１時３０分～４時

④不動産相談 ９日㈫ 電話予約制（次回分まで受け付け）／午後１時
３０分～４時⑤行政手続相談 １１日㈭

⑥少年相談 ９日㈫ 事前に電話で八王子少年センターへ／午前９
時～午後４時

⑦電話による女性悩み
ごと相談（家庭、人間関
係、女性への暴力等）

月～土曜日
電話で男女平等推進センター相談専用電話（☎７２１・
４８４２）へ／午前９時３０分～午後４時（水曜日のみ午後１
時～８時〔第３水曜日は除く〕）※法律相談有り＝要予約

各種相談別冊タウンページ　町田市わたしの便利帳６～９ページを参照


